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仙台市中小企業新製品等開発支援補助金交付要綱 

 

平成 29年６月 27日  

経 済 局 長 決 裁 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、仙台市内に事業所を有する中小企業者の新事業創出及び高付加価値

化を促進するため、中小企業者が自ら行う新たな製品又はサービス（以下「新製品等」

という。）の開発を支援し、克服すべき技術的課題の解決のために要する費用の一部に対

し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、仙台市補助金等交付規則（昭

和 55年仙台市規則第 30号。以下「規則」という。）、仙台市商工業振興条例（昭和 62年

仙台市条例第７号）及び仙台市商工業振興条例施行規則（昭和 62年仙台市規則第 33号）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところに

よる。 

一 中小企業者 中小企業基本法（昭和 38年法律第 154号）第２条第１項各号のいずれ

かに該当する者をいう。 

二 大企業 中小企業者以外の者であって、会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第

１項に該当する者をいう。  

 三 補助事業者 第 11条第１項の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた中小企

業者をいう。 

 四 補助事業 第 11条第１項の規定により補助金の交付の決定の対象となった事業をい

う。 

 

（補助金の交付対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、本市内に事業所又は工場を有する中小

企業者（個人事業主を除く。）であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

 一 法人の市民税及び事業所税に係る市長に対する申告（当該申告の義務を有する者に

限る。）を行い、かつ、本市の市税を滞納していないもの 

 二 当該中小企業者の発行済株式の総数又は出資価額の総額の２分の１以上を同一の大

企業に所有されていないもの 

 三 当該中小企業者の発行済株式の総数又は出資価額の総額の３分の２以上を大企業に

所有されていないもの 

 四 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を占めていないも

の 
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 五 補助事業における新製品等の開発を本市内において行うもの 

六 暴力団等と関係を有していないこと 

 

（市税の滞納がないことの確認等） 

第４条 前条第１号に規定する要件は、市長が補助金の交付の申請をしようとする者の同

意に基づいて市税の納税状況を調査することにより確認するものとする。ただし、申請

者が、市税の滞納がないことの証明書（申請日前３０日以内に交付を受けたものに限る。）

を提出した場合はこの限りではない。 

 

（市税の取扱い） 

第５条 第３条第１号に規定する市税とは、個人の市民税（当該法人が仙台市市税条例第

２２条各項の規定に基づき、特別徴収義務者に指定されている場合に限る。）、法人の市

民税、固定資産税、軽自動車税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税とする。 

 

（補助対象事業） 

第６条 この補助金の交付対象となる事業は、仙台市中小企業新製品等開発支援補助金の

実施要領において採択されたものとする。 

 

（補助対象経費） 

第７条 補助金の交付対象となる経費は、中小企業者が行う補助事業に要する経費であっ

て、市長が必要かつ適当と認めるもの（以下「補助対象経費」という。）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助金の交付の対象となる経費について、他の補助金、助

成金が交付される場合は、補助金は交付しないものとする。 

 

（補助金の額） 

第８条 補助金の額は、補助対象経費の総額の３分の２以内、または「仙台市中小企業新

製品等開発支援補助金」の実施要領に定める補助上限額のうち、いずれか低い額とする。  

２ 補助金の額の算定において１千円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額を

もって補助金の額とする。 

 

（補助金の交付の申請） 

第９条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する日までに、補助金交付申請

書（様式第１号）に必要な書類を添えて、市長に提出して行うものとする。 

 

 （審査委員会の設置） 

第 10 条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その申請内容を審査するため、

審査委員会を設置する。 
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２ 前項の審査委員会は、学識経験者その他市長が適当と認める者により構成する。 

 

（補助金の交付の決定等） 

第 11 条 市長は、審査委員会の審査結果を踏まえ、審査会後 14 日以内に補助金の交付の

可否を決定するものとし、補助金交付決定通知書（様式第２号）又は補助金不交付決定

通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定について条件を付すことがで

きる。 

 

（申請の取下げ） 

第 12条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、補助金の交付の

申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知があった日から 10日を経過する日ま

でに補助金交付申請取下げ届（様式第４号）を市長に提出して行うものとする。 

 

（補助事業の変更の申請） 

第 13条 補助事業者は、補助事業について、次に掲げる場合は、あらかじめ補助事業変更

申請書（様式第５号）に必要な書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければ

ならない。 

 一 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき（各配分額の 20パ

ーセント以内の流用増減を除く。） 

 二 補助事業の内容を変更しようとするとき（次に掲げる軽微な変更を除く。） 

  （ア）補助目的に変更をもたらすものでなく、かつ、中小企業者の自由な創意により、

より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合 

  （イ）補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合 

 三 補助事業を他に承継させようとするとき 

 

（補助事業の変更の承認） 

第 14条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めると

きは、補助事業者に対して補助事業変更承認書（様式第６号）により補助事業の変更の

承認を行うものとする。この場合において、市長は必要に応じて交付の決定の内容を変

更し、又は条件を付すことができる。 

 

 （補助事業の中止又は廃止の届出） 

第 15条 補助事業者は、補助事業を中止し又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助

事業（中止・廃止）届（様式第７号）を市長に提出して行うものとする。 
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（補助金事業等の遂行等の指示） 

第 16条 規則第９条の２の規定による補助事業の遂行状況の報告は、次のとおりとする。 

一 市長は、補助事業者に対し、必要に応じ補助事業の遂行の状況に関し、報告を求め

ることができる。 

二 報告等を受けた場合において、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付

した条件に従って遂行されていないと認めるときは、市長は、補助事業者に対して、

これらに従って補助事業を遂行すべきことを指示する。 

三 市長は、補助事業者が前項の指示に違反したときは、その者に対し、補助事業の遂

行の一時停止を指示する。（指示を行ったときは、理由を付して書面により通知する。） 

 

（補助事業の実績の報告） 

第 17 条 補助事業者は、補助事業を完了したとき（中止又は廃止したときを含む。）は、

その日から起算して 14日を経過する日までに補助事業実績報告書（様式第８号）に必要

な書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第 18条 市長は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて

現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容（第

14 条に基づく承認をした場合は、その承認された内容）及びこれに付した条件に適合す

ると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書（様式第９号）

により当該補助事業者に通知するものとする。 

 

（是正のための措置） 

第 19 条 市長は、第 17 条の規定による実績報告を受けた場合において、当該補助事業の

成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、

これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に指示するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第 20 条 市長は、第 18 条の規定による補助金の額の確定等を行った後に補助金を交付す

るものとする。 

２ 補助事業者は、第 18条に規定する補助金の額の確定の通知を受けた場合、補助金交付

請求書（様式第 10号）を市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。 

 

（交付決定の取消し等） 

第 21条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の

交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。 

一 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき 



 5 

 二 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの要綱に基

づく市長の処分若しくは指示に違反したとき 

 三 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき 

 四 補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をしたとき 

 五 補助事業を中止又は廃止したとき 

 六 補助事業を遂行する見通しがなくなったとき 

 七 その他市長が補助金を交付すること又は交付したことが不適当であると認めたとき 

２ 前項の取消しを行ったときは、理由を付して補助金交付決定取消し等通知書（様式第

11号）により通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第 22条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消し

に係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は

一部の返還を請求するものとする。 

２ 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超

える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の返還を請求する

ものとする。 

 

（事業化状況報告書の提出） 

第 23条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間、毎会計

年度終了後 30 日以内に事業化状況報告書（様式第 12 号）に必要な書類を添えて、市長

に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の報告をした場合、その証拠となる書類を当該報告に係る会計年

度の終了後５年間保存しなければならない。 

 

（財産の管理及び処分） 

第 24条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した資産については、補

助事業の完了の日に属する会計年度の終了後５年間は、善良なる管理者の注意をもって

管理しなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の財産について、その管理期間中、市長の承認を受けないで市長

の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。 

 

（成果の発表） 

第 25条 市長は、補助事業における新製品等の開発が完了したときは、補助事業者に当該

新製品等の開発の成果を発表させることができる。 
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（立入検査等） 

第 26条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者から報告若しくは資料の提出を

求め、又は本市職員にその事業所等に立ち入らせ、書類その他の物件を検査させ、若し

くは関係者に質問させることができる。 

２ 市長は、前項の結果、必要があると認めるときは、補助事業者に対し改善その他必要

な措置を講ずるよう指示することができる。 

 

（書類の整備等） 

第 27条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及びすべての証

拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにして

おかなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日に属する会計年度の終

了後５年間、市長の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなけ

ればならない。 

 

（委任） 

第 28条 この要綱の施行に関し必要な事項は、イノベーション推進部長が別に定める。 

 

附 則 

 （実施期日） 

１ この要綱は、平成 29年６月 27日から実施する。 

 （ものづくり中小企業製品開発補助金交付要綱等の廃止） 

２ 次に掲げる要綱は、廃止する。 

（１）ものづくり中小企業製品開発補助金交付要綱（平成 23年６月３日経済局長決裁） 

（２）ものづくり中小企業実用化評価補助金交付要綱（平成 23年６月３日経済局長決裁） 

 （ものづくり中小企業製品開発補助金交付要綱等の廃止に伴う経過措置） 

３ 現に廃止前のものづくり中小企業製品開発補助金交付要綱第９条第１項の規定又はも

のづくり中小企業実用化評価補助金交付要綱第９条第１項の規定によりなされた補助金

の交付の決定については、なお従前の例による。 

 

付 則（令和２年６月 18日改正） 

この改正は、令和２年６月 18日から実施する。 

 

付 則（令和３年２月４日改正） 

この改正は、令和３年２月４日から実施する。 

 

付 則（令和４年３月 31 日改正） 
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この改正は、令和４年４月１日から実施する。 

 

付 則（令和５年４月１日改正） 

この改正は、令和５年４月１日から実施する。 

 

付 則（令和６年４月１日改正） 

この改正は、令和６年４月１日から実施する。 

 

付 則（令和７年４月１日改正） 

この改正は、令和７年４月１日から実施する。 

 

付 則（令和８年４月１日改正） 

この改正は、令和８年４月１日から実施する。 

 


